
平 成 ２０ 年

広報・広聴常任委員会会議録

平成２０年１２月１１日

福 島 町 議 会



会議録の作成にあたっては、誤りのないよう留意

しておりますが、時間の関係上原稿校正は初校しか

できなく、誤字、脱字がありますことを深くお詫び

申し上げます。

まことに恐れ入りますが、ご了承のうえご判読い

ただきたくお願いいたします。

福島町議会議長 溝 部 幸 基
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平成２０年

広 報 ・ 広 聴 常 任 委 員 会

平成２０年１２月１１日（木曜日）

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

◎調査事件

(1) 議会基本条例の策定について（町民懇談会 各団体長等との懇談）

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

◎出席委員（１１名）

委 員 長 金 沢 秀 一 副 委 員 長 滝 川 明 子

委 員 佐 藤 卓 也 委 員 川 村 明 雄

委 員 新 山 大 吉 委 員 木 村 隆

委 員 杉 村 志 朗 委 員 佐 藤 孝 男

委 員 藤 山 大 委 員 平 野 隆 雄

委 員 溝 部 幸 基

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

◎欠席委員（１名）

委 員 加 藤 雅 行

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

◎出席者

福島町商工 会会 長 小笠原 幸 助 福島町少年体育連盟理事長 大 徳 伸 吾

福島町女性 会会 長 清 水 圭 子 福島町老人クラブ連合会会長 成 田 民 夫

福島町体育協会副会長 北 野 宏 福島町文化団体協議会会長 村 山 和 治

福島町社会福祉協議会会長 木 村 末 正 福島町まちづくり基本条例町民検討委員会委員 小 泉 五 郎

傍 聴 者 代 表 山 崎 義 男 福島保育所保護者会会長 平 野 雄 輝

吉岡幼稚園ＰＴＡ会長副会長 本 庄 丈 晴 福島小学校ＰＴＡ副会長 木 村 亙 哉

吉岡小学校ＰＴＡ会長 清 水 真 聖 吉岡中学校ＰＴＡ会長 平 沼 竜 平

福島幼稚園母の会会長 石 岡 裕 子 福島幼稚園母の会副会長 富 沢 由 美

福島幼稚園主任教諭 河 合 ゆき江 一 般 参 加 者 宮 坂 一 善

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

◎職務のため出席した議会事務局職員

議会事務局長 石 堂 一 志 議会グループ総括主査 坂 口 稔

議会グループ主事 吉 澤 裕 治

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
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（開会 午後 ６時００分）

――――――――――――――――――――

○委員長（金沢秀一） おばんでございます。

皆様には大変お忙しい中、ご参集していただき

まして、誠にありがとうございます。

ただいまから、昨日に引き続き、広報・広聴常

任委員会を開会いたします。

直ちに、本日の会議を開きます。

本日の議題は、議会基本条例についてでござい

ますので、ご了承願います。

最初に、本委員会の説明を若干説明させていた

だきます。

これまで、福島町議会の常任委員会は、総務教

育常任委員会と経済福祉常任委員会の２つの委員

会でございましたが、地方自治法の改正により、

１議員が１つ以上の常任委員となることができる

ようになりました。

このことは、議会が必要であれば、新たな常任

委員会をつくり、さらに広く議員の活動をしても

よいという趣旨でございます。

福島町議会では、この改正を受けまして、広報・

広聴常任委員会を設置したところでございます。

委員会の目的でございますが、委員会活動を通

して町民懇談会や各種団体との懇談会を実施する

ことにより、町民の皆様の意見を積極的に聞くこ

とや議会の情報を発信するとともに、議員の資質

の向上を図り、議会の活性化に資するためのもの

となっております。

簡略に申し上げますと、ご存じのとおり、これ

までも各種団体等と懇談会を行い、その結果を議

会活動に生かしてまいりましたが、それらのこと

を常任委員会といたしまして、正式な委員会活動

と位置付けたものでございます。

以上、目的などご理解をいただき、今後の議会

や委員会活動に対しまして、さらなるご支援をよ

ろしくお願いいたします。

少し、前置きが長くなりましたが、本題に入る

前に、議長が出席しておりますので、あいさつを

お願いいたします。

溝部議長、よろしくお願いいたします。

○議長（溝部幸基） あらためまして、おばんで

ございます。

本当に、大変お忙しい中をこのように出席をい

ただ頂き本当にありがとうございます。また、日

頃から議会活動に暖かいご理解をいただいおりま

すことをこの場をお借りしまして厚くお礼申し上

げたいと思います。

それで、金沢委員長からお話がありましたよう

に、昨年までは懇談会という形で、住民の皆さん

といろいろな形で議会のことを理解していただき、

皆さんの意見を聞いて議会活動に反映するという

形をとってきたのですが、今説明しましたように、

今後は正式な議会活動してきちっと位置付けをし

て、今までのように言いぱなっし、聞きぱなっし

ということのないように、議会活動の成果を示し

ていこうとの意味でございますので、どうかよろ

しくお願いしたいと思います。

今日は、議会基本条例ということで案内をさせ

ていただきました。昨年８月の改選前に皆さんと

懇談の場を設けました。その機会に４年間の活動

の総括といいますか、反省も含めまして、次の改

選に向けての改革の取り組みについてスケジュー

ルを含めてご説明をさせていただきました。

その大きな目標として議会基本条例を平成２１

年４月に施行すべく、準備を進めるということで

ございます。９月に新しい議会体制ができまして

から、議会としては全員協議会をもって、その議

会基本条例施行に向けてのスケジュールの確認を

して、今進めている状況にございます。

大きくは、この３月から９月までを通年議会と

いう形で設定をしまして、その中で町長側の反問

権、議員の文書質問、あるいは質疑の回数制限の

撤廃、そして傍聴者の皆さんの討議参加という部

分を含めまして９月まで試行をいたしました。

その終了をもちまして、評価を検討し、議会基

本条例に取り入れるべく検討をしている状況でご

ざいます。議会としてはまちづくり基本条例が来

年４月１日から、同じように施行を目指しており

ますので、特別委員会を設置をいたしましてその

調査をしている最中でございます。



－ 4 －

素案の１、そして今皆さんにお示ししているの

は素案の２と、議会運営委員会だけでも１８回の

審議を経て、この案まで至りました。この段階で

昨日、本日と皆さん方のご意見を伺い、そしてな

お検討したうえでまちづくりの基本条例と同じよ

うに、１２月２４日に予定しております定例会に

議案として提出する予定になっております。

その後は、審査特別委員会を設置しまして、な

お吟味をしていきたいと思っております。その機

会にもう１回皆さんにお願いをしてご意見を伺う

機会を作りたいということも考えておりますので、

その節にもよろしくお願いしたいと思っておりま

す。

基本条例の内容につきましは、このあと、議会

事務局長から概略説明をさせますが、基本的な考

えとしては、平成１１年から開かれた議会づくり

という形でいろんな改革に取り組んでまいりまし

た、そのことの集大成という意味も込められてい

ると思っております。今まで改革してきたものが

後退することのないようにという議会の考え方も

込められております。

また、まちづくり基本条例が町の最高規範とし

て、町の憲法として位置付けられます。議会基本

条例については議会の最高規範として、まちづく

り基本条例の下位に位置する重要な条例というこ

とで位置付けされるものだと思っております。

したがいまして、住民、行政、議会が一体とな

って協働をしてまちづくりをしていく、まちづく

り基本条例の根本をきちんと据えて議会基本条例

も作成したつもりでございます。大きくは、住民

の皆さんとの関係、あるいは町の行政との関係、

議会としての責任分担を含めまして、これからの

新しい改革の意思も込めて作りましたのでよろし

くご審議のほど、ご吟味していただければという

ふうに思います。

ご覧のとおり、皆さん普段から知っての顔ぶれ

でございますので、どうか余り堅苦しくならず、

忌憚のない意見交換ができますことを最後にお願

いをしまして、簡単ですがあいさつとさせていた

だきます。

今日は、ひとつよろしくお願いします。

○委員長（金沢秀一） 溝部議長のあいさつが終

りましたので、これより、福島町の議会基本条例

の素案につきまして意見交換等を行いますが、あ

らかじめ内容等について、簡単にご説明いたしま

す。

なお、本日の会議の終了は午後８時を予定して

おりますので、少ない時間ですが活発な意見交換

ができるよう進行役を務めさせていただきますの

で、皆様のご協力をよろしくお願いいたします。

それでは、まず、私のほうから福島町の議会基

本条例について経過等を説明いたします。

まず、国が進める行政関係の流れでございます

が、国が行いました、平成１２年の地方分権一括

法の施行によりまして地方自治は財政面や自治の

在り方について、大きく変貌しております。本年

の第二次地方分権改革推進委員会からは、中間的

な取りまとめが発表されまして、地方が主役の国

づくりの具体化へ取り組む姿勢が示されました。

このことを受けまして、福島町としても、これ

までの中央集権的な自治体から完全な自治体とし

て、自由と責任をもった真の地方政府を目指した

徹底的な改革をしなければならない時が迫ってお

ります。

しかし、このような中で、住民・議会・行政が

一体となって、地域の厳しい実情を打開する、創

意に富んだ豊かで、自立する自治体運営を行って

いこうとするとき、これまでの地方自治法だけで

はその目的を達成することは不可能な時代となっ

ております。

このような課題を解決していくためには、町民

参加を主体としました、協働の町づくりを目指し

て、町の憲法というべき自治体運営の基本となる

ルールとして「自治基本条例」が必要となってま

いります。

具体的な対応としましては、町は、平成１９年

第１回定例会で、まちづくり基本条例の制定に向

けた方針を打ち出し、その後、福島町まちづくり

基本条例町民検討委員会で具体的な策定作業を開

始し、本年８月に「（仮称）福島町まちづくり基本
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条例に関する提言書」として答申を受け、今月の

定例議会の提案に向け準備を進めているところで

あります。

なお、二元代表制である一方の町長等の役割に

ついては、ただいま説明しました、まちづくり基

本条例に盛り込まれておりますが、もう一方の議

会・議員の役割については、基本姿勢にとどめた

内容となっておりまして、さらに詳細な議会の部

分については、別に議会基本条例として議会が策

定する位置付けとなっております。

議会基本条例の策定関係については、昨年の９

月の議会改選前と改選後に、平成１１年からこれ

まで取り組んできた議会の活性化事項等の集大成

として確認をしております。

具体的な議会基本条例の検討につきましては、

本年３月の議会後から議会運営委員会が素案づく

りを行い、必要の都度全員協議会等において意見

交換等をしながら、進めてきたところでございま

す。

なお、ただいま説明いたしましたまちづくり基

本条例、議会基本条例の２つの条例は、１２月２

４日に開催されます、第２回定例議会に提案され

まして、さらに議会の審議を行い、来年３月の議

決を予定しているものでございます。

以上、議会基本条例の経過等の説明を終わりま

す。

それでは、具体的に議会基本条例の素案につい

て議会事務局から説明をいたします。

議会事務局長、お願いします。

○議会事務局長（石堂一志） 皆さん、おばんで

ございます。

仕事を終わって、お疲れのところこのように多

くの方にご参集をいただきまして心からお礼を申

し上げます。

私は、議会事務局長をしております、石堂と申

します。

ただいま、溝部議長や金沢委員長から国や福島

町の動向などの説明がございました。

私のほうから具体的に、福島町の議会基本条例

素案についてポイントを説明させていただきます。

まず、最初に、議会基本条例の意義とその役割

でございますが、議会基本条例とは、国の議院内

閣制とはまったく違う、自治体の制度である二元

代表民主制であるということでございます。

具体的に申し上げますと、町のことについて町

長と対等に担う議会が、主権者であります町民の

負託に応えて優れた町をつくるために、議会運営

の理念を具体化する制度でございます。

その制度を作動させる原則などを定めた条例で、

私たちの町の議会運営に関する最高規範として位

置付けた条例ということです。

ご存知のとおり、平成１８年に制定されました

栗山町の議会基本条例の登場によって日本の地方

自治は新たな段階を迎えたと言われております。

なお、現在、今金町、知内町を含め全国で２３

の自治体の議会基本条例が制定されている状況で

あり、来年の制定に向けてさらに加速していると

の情報も得ているところでございます。

それでは、次に皆様に配付しております、議会

基本条例の素案に沿って説明させていただきます

ので、ご用意をお願いいたします。

１ページです。

目次として、前文と第１章から第８章にまたが

る２９条の条文で構成されています。

次に、２ページです。

前文では二元代表民主制としての町長の独任制

と議会の合議制もそれぞれの特性を持った議会の

役割りとして、これまでの批判、監視機能だけで

はなく政策の全ての論点や争点を明確にして福島

町の善い政治として、善政と位置付けまして、と

きには競い合い、ときには協力し合って町政を進

めること、まちづくり基本条例における議会、議

員の役割と責務に基づいて５つの大項目を掲げま

して議会基本条例に盛り込み、最終的な目的であ

ります、豊かなまちづくりのために不断の努力を

しなければならないことを明文化しております。

３ページにまいりまして、第１章の総則、第１

条の目的ですが、執行機関の町長等と議会の目的

は同じでございまして、先ほど申し上げました「豊

かなまちづくりの実現」であり、議会側として具
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体的に目的を達成するため、そこに掲げておりま

す、３つの基本事項を柱として進めることを規定

しております。

次に、第２章の議会・議員の使命と政治倫理、

第２条の議会議員の使命ですが、自治体が地方政

府を構築する重要な観点は、二元代表民主制の充

実です。執行権を持つ町長は、分権改革による自

治の強化を受け、さらに町民の自治の拡充に向け

た町民参加施策を展開して、積極的な行政運営の

転換を図っております。

一方の議会・議員の役割は、地方自治法の制度

として理解しにくく、必ずしもその使命を十分果

たしてきたとは言えないものとして、議会・議員

が政策をめぐり、その関わる基本的な事項とその

使命を規定しております。

第３条の通年議会ですが、第２条の議会と議員

の使命を果たすために、これまで年４回の定例会

や臨時会の会期に制約されてきた活動を議会議員

としては大変なことですが、１年間とする通年議

会を規定しております。

次に、４ページ、第４条の議員の政治倫理です

が、議員の活動は多様で、政治倫理の判断は難し

いのですが、その地位を悪用した不正な口利きな

どをしないことを規定しております。

次に、第３章の議会・議員の活動原則、第５条

の議会の活動原則ですが、議会の活動原則を６項

目規定しております。

１点目は、町民に開かれた議会、町民参加を不

断に推進する議会。

２点目は、議会の活動原則を担保するため、継

続して会議規則を見直すこと。

３点目は、少人数の委員会の活性と討議の充実

を図る委員会活動の強化を図ること。

４点目は、各種会議の資料の事前公開を行うこ

と。

５点目は、傍聴者への資料提供と意見聴取等、

傍聴意欲の向上を図る。

最後の６点目は、規律ある議会の開催をするこ

とを規定しています。

次に、５ページです。

第６条の議員の活動原則ですが、議員の活動原

則を３項目規定しております。

１点目は、議会は、多数の議員による合議を重

視する組織であります。その役割を果たすため十

分に議員間で討議する。

２点目は、町政の課題について、町民の意見等

を把握し、資質向上に努め、自ら立候補し町民に

選ばれた議員としてふさわしい活動をすること。

３点目は、個別な事案の対応だけでなく、町政

を総合的にとらえた活動をすることを規定してい

ます。

次に、第４章の町民と議会の協働、第７条の町

民参加・町民との協働ですが、これは皆さんにい

ちばん関係の深いところですので、少し言葉を足

して説明をさせていただきます。

議会と町民の関係につきましては、地方自治法

などではほとんど規定されておりません。ですが、

町民の代表で組織される議会として大変重要な事

項であります。今求められているのは、情報公開、

情報提供、説明責任とさらに町民の参画でありま

す。これまで続けてきております、開かれた議会

をさらに進める必要があることから、具体的には

８項目を規定しているところです。

１点目は、町民に対し議会の活動を徹底して公

開し、議会と議員の説明責任を果たして互いに情

報を共有することを規定しています。

２点目は、議会の会議は基本的に全て公開して、

町民が参加できる議会運営にすることを規定して

います。福島町議会は、これまでも本会議は勿論

の事ですが、委員会の公開や全員協議会の公開な

ど資料の閲覧提供を含めて、原則的には会議を公

開していますが、今後はそのことに加えまして傍

聴ということではなく町民が参加した会議の運営

をしていくということ。

３点目は、議会の調査や審査等においては、参

考人・公聴会制度の活用や町民の専門家や学識経

験者などの意見等を踏まえた運営を図ることを規

定しています。この条項は、さきほども町民の参

加による議会運営だけではなく、参加した方から

意見等をいただいて、そのことを議員の討議に反
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映するということです。

４点目は、これまでの請願や陳情はどちらかと

いいますと厄介な問題としてとらえられておりま

したが、そのことを議会が見逃していた事案とし

てとらえ、町民からの提策提言と位置付け、その

内容を聴く機会を設け、議会としての対応を行う

という規定をしております。

５点目は、議会は町民や町民の団体などと意見

交換を行い、政策能力を高めて町民と議会が協働

して制策提案することですが、ただいま説明しま

した請願や陳情の対象者をさらに拡大しまして、

政策提言までもしようという規定をしております。

６点目ですが、議会は、選挙公報等の実現性や

議案に対する議員の制度など、町民が議員の活動

を評価できる情報の提供に努めることを規定して

おります。具体的な情報提供の事項としましては、

議案の賛否、議会の評価、議員の評価、会議録な

どであります。

７点目は、議会に多数の町民が参加できるよう

に、夜間や休日等に会議を開くようにすることを

規定しています。これまでの実例としましては、

年度当初の予算を決める３月開催の議会を夜間議

会として、２回開催しております。

また、昨年９月１日の初議会では土曜日であり

ましたが、皆さんが参加しやすい対応などとして

開催しております。これらの事項につきましては、

今後も続けていくこととしております。

最後の８点目ですが、町民の参加と連携を高め

るため少なくても１年に１回以上議会報告会を開

催して、意見を聴き、議会活動に反映させること

を規定しています。町民と議会の協働としまして、

７項目説明を申し上げましたが、ただいまの８項

目目の事項はこれらの総合的な事項として、議会

報告会の開催の位置付けをしたものでございます。

次に、６ページです。

第５章の町長と善政競争する議会、第８条の町

長等と議会・議員の関係ですが、町長・執行機関

と議会・議員の関係、いわゆる二元代表民主制を

充実して、豊かな町を築くため、６項目を規定し

ております。

１点目は、前文で説明しましたので省略いたし

ます。

２点目は、議会のすべての会議は、質疑応答の

回数や時間の制限をしない一問一答の方式で行う

こと。

３点目は、議会・議員は、一般質問などに当た

っては、単に町長等に対する質問に終わることな

く、善政競争を目標とした、政策提言となるよう

な討議を展開するように努めること。

４点目は、一般質問は討議の充実等を図るため

１回目の答弁要旨を事前に議長を経由して質問者

に配付する。運用については、都道府県議会等で、

指摘されているような「事前の答弁調整」となら

ないよう議会が形骸化することのないように努め

なければならない。

５点目は、議員は、この条例の根幹をなしてい

る二元代表民主制の趣旨を理解して、各種の法律

で規定する以外は、町長等の附属機関の委員等に

は就任しないこと。

６点目は、議会の会議の中で、町長や職員は議

員の質問に対して論点や争点が見いだせない場合

など、議論を深める両者が切磋琢磨するように反

問をすることができる。議員が反問にしっかり対

応できるよう、研鑚に努めることの意味も込めら

れていることを規定しております。

次に、７ページです。

第９条による町長による政策形成過程等の説明

です、１点目は町長に対して、議員が政策の適否

を適正に判断できる資料の提供を記載のとおり７

項目規定しております。

２点目は、議会は、政策等の審議においては論

点や争点を明示して、事業等の執行後による政策

評価の基礎となるように努めることを規定してお

ります。

次に、第１０条の予算・決算における政策説明

資料の作成です。

１点目は、町長は、９条の政策等の提案と同時

に予算や決算の提案についても政策等の説明資料

を提出することを規定しております。

２点目は、町長は、決算審査にあたっては、行
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政評価や事業評価の説明資料をつけるように規定

しております。

次に、８ページです。

第１１条の議決事件の拡大、地方自治法の９６

条第１項では、議会で最低限決めなければならな

い事項を規定しています。

第２項では、重要なものは町の条例により決め

ることができるという規定になっております。こ

のことから、町の主要な計画を議会で決めるもの

として、提案する町長に一方的に重責を負わせな

い、議会が議決することにより、議会・議員も公

平に責任を分担するという視点で１１項目を規定

しております。

次に、第１２条の文書質問ですが、議員は第３

条の通年議会制度を積極的に活用して、休会中に

おいても適切に主体的で機動的な議員活動を行う

ため、次の会議を待つことなく議長を経由して文

書質質問ができることを規定しています。

次に、９ページです。

第６章の適正な議会機能、第１３条の適正な議

会費の確立です。

１点目は、分権時代を担う自治体、町の将来を

考えるとき、古くは議員が地域の名士などによる

名誉職的な存在の時代もありましたし、合併破綻

や地方交付税の減額などにより自立プランによる

財政の健全化を重点とした施策を展開しておりま

すが、期待される適切な議会活動をする費用はど

のくらいが適当なのか、比較、判断、検討できる

資料を示し適正な議会費の確立に努めるよう規定

しております。

２点目は、適正な議会費を担保するためにも、

議会費のすべてを町民に公表することを規定して

います。

次に、第１４条の議員定数・歳費です、１点目

は議員の定数と歳費は条例で定めることを規定し

ています。

２点目は、１３条の適正な議会費の確立と同様

の考え方に立ちまして、議会費の大部分を占める

議員定数や議員の歳費の問題を、比較、検討でき

る資料を示し適正な定数や歳費の確立を期すこと

を規定しております。

３点目は、第２項で規定しました議員の歳費に

ついては、適正な標準率や額によりまして、条例

に規定することに努めるよう規定しております。

４点目は、議員定数と議員の歳費の改正につい

ては、改正の理由をつけて必ず議員が提案しなけ

ればならないことを規定しております。

次に、１０ページ、第１５条の議員研修の充実

強化です。

１点目は、議員の政策形成や立案能力等の資質

向上を図るため、福島町議会議員研修条例により

議員の研修を実施することを規定しております。

２点目は、議員研修の充実強化と専門家や町民

から情報をもらい積極的に研修会を開催すること

を規定しております。

次に、第１６条の政務調査費ですが、１点目は

地方自治法を根拠とする政務調査費を議員による

政策研究や政策提言等が確実に実行されるよう、

「福島町議会政務調査費の交付に関する条例」に

より、必要な議員に対し支払いすることを規定し

ております。

２点目は、支払いを受けた議員は、町民等から

疑義が持たれないように関係書類をつけて議長に

報告し、自ら１年に１回以上政務調査費による活

動状況を公表することを規定しております。

次に、１７条、議会白書、議会・議員の評価で

すが、１点目は議会の評価活動等を議会の白書と

して、１年毎に公表すること。

２点目は、議会活動の評価を１年毎に公表する。

３点目は、議員活動の評価を自己評価として１

年毎に公表する、そこにはカッコ書きしてありま

すが、のちほど委員長のほうで皆さんのご意見を

聞いていただきたいと思います。

次に、１１ページの第１８条、議長・副議長志

願者の所信表明です。

議員の任期満了による改選後などに、議長や副

議長を選出する際、今後の議会活動の方針を明確

にする事や議会の透明性を強化してこの条例の根

幹である二元代表民主制の議会の責務を認識して

町民との協働のまちづくりを進めるため、そのリ
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ーダー等となる議長・副議長の選出の際には、事

前にそれぞれの職を志す者に所信を表明する機会

を設けることを規定しています。

なお、このことにつきましては昨年９月の初議

会に初めて実施しております。

次に、第１９条の議会広報の充実ですが、１点

目は町政全般にわたる論点や争点を、議会独自の

視点で町民に対して周知することを規定していま

す。

２点目は、第１項の情報をインターネット等の

多様な手段により、より多くの町民が町政に関心

を持つような議会の広報活動に努めることを規定

しておりします。

３点目は、議案ごとに議員の賛否を公表するこ

とを規定しております。

次に、第２０条の附属機関の設置ですが、１点

目は町政の課題等に関する審査や調査をするとき

は、その充実を図るため必要によって議会の附属

機関を設置することを規定しております。２点目

は省略いたします。

次に、１２ページです。

第２１条の議会事務局の体制整備です。

議会や議員の活動を支えるため、議会事務局の

調査や法務機能などの資質等の向上を強化するこ

とを規定しております。

次に、第２２条の議会図書室の充実、公開です。

議会は、地方自治法で「議会図書室の設置」と

その保管書類の義務付けは当然してございますが、

それ以外に議会・議員活動に資するため、町の重

要な資料等を保管し、そして議員だけではなく町

民や職員の利用を推進することを規定しておりま

す。

次に、第７章の会議の運営です。

第２３条の自由討議による合意形成、１点目は

合議制の役割を十分に果たすために、議員による

討議が重要であることから、基本的に全ての会議

に出席する町長や職員の説明員を最小限にしまし

て、少数意見を尊重しながら合意形成を行い、議

会としての説明責任を果たすことを規定しており

ます。

２点目は、第１項の目的を達成するため、議員

それぞれの役割りとして自由討議の拡大と議員に

よる議案提出を積極的に行うことを規定しており

ます。

次に、１３ページです。

第２４条の委員会の活動です。

１点目は、委員会の資料等を事前に公開し、町

民にわかりやすい議論を行うことを規定していま

す。

２点目は、委員長は、議員等の自由討議による

合意形成に努め、自ら報告書を作成し、報告につ

いては、論点や争点などを明確にして質疑に対す

る答弁を行うことを規定しております。

次に、第２５条の委員会等の適正な運営・アク

ティブ型議会の推進ですが、１点目は新たに生じ

る行政課題等につきまして、適切・迅速に対応す

るため、主導的・機動的な議会の推進に努めるこ

と。

２点目は、広報・広聴常任委員会はその活動を

「町民との協働のまちづくりを目指す討議の場」

ととらえて自由に意見交換することを規定してい

ます。

次に、第８章条例の位置付けと見直し手続きで

す。

第２６条の最高規範性ですが、１点目はこの条

例は福島町の憲法と位置付け、これに違反する他

の条例や規則などを制定できないということを規

定しております。

２点目は、議会に関して、憲法や法律などを解

釈して運用する場合は、この議会基本条例の理念

や原則に基づいて判断することを規定しておりま

す。

次に、１４ページです。

第２７条の議会・議員の責務です。

議会と議員は、議会基本条例の理念や原則と、

この条例に基づいて制定される条例や規則などを

守り、町民を代表する合議制の機関として、その

責務を果たすことを規定しております。

次に、第２８条の見直し手続きです。

１点目は、議会は任期の初めに、この条例の目
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的が達成されているかなどの検討をすること。

２点目は、条例改正が必要な場合は、１人でも

多くの議員の合意形成によって措置すること。

３点目は、町の憲法である、重要な議会基本条

例を改正する際は、どんな場合でもその理由や背

景等を詳しく説明することなどを規定しておりま

す。

最後に、第２９条の条例のつくりですが、１点

目は条文については、皆さんが読みやすく、わか

りやすいことを基本にしましたので、これまでの

条例のような引用文などは省略することを規定し

ております。

２点目は、条文の文言は「できる」、「しなけれ

ばならない」、「努めなければならない」などの表

現をより主体性を持った能動的な表現としたこと

を規定しております。

附則としまして、この条例の施行期日を平成２

１年４月１日からと規定しております。

以上、概略でございましたが説明を終わります。

○委員長（金沢秀一） それでは、本日の議題と

なっております、議会基本条例について皆さんと

の懇談を始めさせていただきます。

不明な点の質問を含めて、遠慮なく発言してい

ただきたいと思います。

発言される方は手を挙げて名前をおっしゃって

からお願いします。

平沼さん。

○吉岡中学校ＰＴＡ会長（平沼竜平） 吉岡中学

校ＰＴＡの平沼です。第３章、第５条の２ですけ

れども、議会は、議会が、議員、町長云々とある

のですが、最後に別に定める会議規則の内容を継

続的に見直すと記述してありますが、期間等はど

のように考えておりますか。例えば、１年に１回

とか半年に１回とかそういうような期間は定める

予定はないのでしょうか。

○委員長（金沢秀一） 議会事務局長。

○議会事務局長（石堂一志） 規則の見直しの期

間ということですが、この議会基本条例は後段の

条文のほうに改選ということですから、４年とい

う形になりますが、この会議規則等は最低限１年

に１回は、見直しをしていきたいと現在は考えて

おります。

○委員長（金沢秀一） 平沼さん。

○吉岡中学校ＰＴＡ会長（平沼竜平） １年に１

回ということですけれども、例えば審議されてい

る内容のものが継続中の場合でもそれについて、

見直すというか、まだ継続中で決定案が出ていな

いものについても何らかの判断を示すということ

なのでしょうか。

○委員長（金沢秀一） 議会事務局長。

○議会事務局長（石堂一志） 継続の事例による

と思いますが、ある程度目処をつけまして継続し

なければならないものは、無理に改正ということ

にはならないと思います。

ただ、この近年ご存知だと思いますが地方分権

が始まりましてからだいたい１年毎、または２年

毎ぐらいに、これまでは地方自治法はそんなに短

期間に変わることはなかったのですけれども、私

どもが見直しをしなくても、地方自治法が変わり

ますと見直さなければならないというものが出て

きます。今年もご存知のとおり改正になりました。

来年も多分改正があると思います。

ですから、地方自治法が改正しますと関連する

部分は、是が非でも改正していかなければならな

いということがありますが、単独での見直しもま

たこれは必要だということで、最低限１年、継続

の部分はなるべく区切りは付けたいと思いますが、

継続のものはやはり１年ということでは改正とな

らないと考えています。

○委員長（金沢秀一） 溝部議長。

○議長（溝部幸基） 補足しますけれども、さき

ほどの説明の中にありますように、一応１年に１

回、議会白書という形で議会の状況と議会と議員

の評価も一緒に皆さんに示すような形に今度はし

ていきたいと思っています。そういったものの議

会白書を作成する段階で、今言ったような部分も

その時点でどういう状況か、次の年に向けてどう

しなければならないかという部分も載せるような

形になっていくのだと思っております。

議会白書で、おおよそのそういった状況と、次
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に向けての考え方みたいなものを示すような形に

なってくるかと思っています。

○委員長（金沢秀一） 平沼さん。

○吉岡中学校ＰＴＡ会長（平沼竜平） 期間的な

内容の部分は入れないという、とりあえずそうい

う判断で向かうということなのでしょうか。例え

ば、１年に１回、２年に１回というような明言を

せず継続的に見直すのでしょうか。

○委員長（金沢秀一） 溝部議長。

○議長（溝部幸基） そうですね。１年に１回ず

つ、今でもう３年目、この次４年目ですが議会の

評価という形でしていますから、そういう部分で

不具合があれば、そこで調整をして次の目標に向

けてということで対応してきました。

それを、今度はきちんと議会白書という形で、

今までは概要版ということですが、議会の状況を

説明できる資料はあるのですが、議会の評価と議

員の評価を入れて、それを１年に１回皆さんにプ

リントし、紙ベースでそれを示しということにし

ていきたいということの内容でございます。

基本的には、１年に１回は全般的な見直しを、

この基本条例そのものは２８条に書いてあります

ように一応一般選挙が終わったあと、もう１回新

しい体制の中で、今までの全体を見渡してどうか

を確認するということにはなっています。

そして、それは今までのことも含めて、確認の

意味も込めて見直しをして、それから新たなスタ

ートをしましょうということにはなっています。

○委員長（金沢秀一） ほかに、小笠原さん。

○福島町商工会会長（小笠原幸助） 商工会の小

笠原です。４ページ、第３章の議会・議員の活動

原則、第５条の５番に、「議長は、町民が議会の審

議内容をわかりやすく傍聴できるよう、傍聴者に

議案の審議に用いる資料等を提供」、これはあの傍

聴席にいますからわかりますけども、その次の「傍

聴者の意見を聴く機会を設ける」とありますけど

も、どの段階で意見を聴くのでしょうか。

○委員長（金沢秀一） 溝部議長。

○議長（溝部幸基） 私のあいさつでも言ったの

ですが、今年３月から９月まで通年議会の試行を

いたしました。その中で、４つの部分で合わせて

試行をするという部分の１つがこの部分です。傍

聴者から意見を聴く機会を設けましょうというこ

とで試行しました。

結論としては、結果的にそれができなかっとい

うのが実態です。それは、一気に全部の会議とい

うことではなくて、最初に常任委員会の中で傍聴

者の意見を聴く機会を設ける。常任委員会の進め

方は議案についての説明を町長部局から聞きまし

て、それについての質疑を行う。その質疑が終わ

ったあとは町長部局の皆さんに下がってもらって

議員間でまとめの討議をします。その討議が終わ

ったあと、最初は休憩の中で傍聴者から全般的に

部分での意見や質疑等を受けて対応するという形

で試行をして、最終的には会議録にきちんと載る

ように、その中で意見交換できるような形になっ

ていければと考えています。

それが、ある程度段階を踏んだ段階で、特別委

員会とか本会議場の中で対応できるようになれれ

ばと思っています。傍聴者もなかなか慣れていま

せんので、例えば今回の試行もなぜできなかった

のかということですが、だいたい会議は１０時か

らスタートするのですが、昼を越えて討議、結論

を出す形になるのは早くても２時過ぎです。だい

たいが午前中で、傍聴者が帰ってしまう。

初めて、そういう試行があるもので意識して避

けているということはないと思うのですが、結果

的には実際に話を聴く段階で傍聴者が誰もいなく

なってしまったということ。こちらのピーアール

不足等もあるのですが、そこの部分は、基本条例

の中できちっと入れて今後もそういう方向でしま

しょうという内容です。一気に全てをということ

でなくて試行をしながら進めていく。そういった

形で、住民の皆様も１回、２回やることによって

だんだん慣れてきて、意見が反映できるようにな

ればということを期待を込めて、基本条例の中に

も入れたということの内容でございます。

○福島町商工会会長（小笠原幸助） 常任委員会

の傍聴は、したことがないからわからないですね。

○議長（溝部幸基） ぜひ傍聴に来ていただけれ
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ばと思います。

○福島町商工会会長（小笠原幸助） 町民から意

見を聴くというのは、いい機会ですよね。

○議長（溝部幸基） 町民から意見を聴く機会と

いうのはいろいろな形であるのですけれども、常

任委員会の場合はテーマを絞ってやりますので、

事前に資料をホームページで提示しています。

これは、陽光園の確か役員の皆さんとの懇談会

の際に、どういう内容を調査するのかよくわから

ないと、その調査の内容がわかればそれを見て傍

聴に行こうかなという気持ちになるのでないかな

という話がありまして、それではホームページの

ほうに資料を載せますといったことがあります。

本会議の資料は、結構膨大になるものですからな

かなかそれが載せられないのが残念ですが、常任

委員会の部分については、議員に配付するのとほ

ぼ同時にホームページに資料が載っている形にな

ります。それを見ていただければ、具体的に内容

がわかるという形になっています。

○委員長（金沢秀一） 成田さん。

○福島町老人クラブ連合会会長（成田民夫） か

なり長くというか、項目が多いのですが、それで

よろしいですか。

○委員長（金沢秀一） なるべく簡略にお願いし

ます。

○議長（溝部幸基） できれば、１つずつやった

ほうがいいのではないですか。議会もさっき言っ

たように、一問一答でわかりやすくということで

やっていますから。

○福島町老人クラブ連合会会長（成田民夫） わ

かりました。老人クラブの連合会の会長をしてお

ります成田といいます。私は、７００人の老人ク

ラブを代表して来たわけではございません。会員

の方々とこういうお話をする時間もなかったし、

今日は、私の常々思っていること、あるいは集ま

った機会に老人の方々と話をする、そういった機

会もございましたので、その中から質問したいと

思います。

なお、質問については、議員さん方が見えてい

ますから、その議員さんに直接回答してもらうと

いうこともあるかも知れませんので、皆さん耳を

傾けてください。

まず、基本条例では、今まで１８回でしたか、

議会の中では検討会を開いて来たということで、

膨大な時間がかかっているわけです。議会の中で

は、すでにこのものが原案として、もう１２月の

議会に提案すればすんなりと賛成多数で通るとい

う現状なのかどうか。佐藤孝男議員、その経過に

ついてどういう状態だったのか、今までの経過に

ついてお願いします。

○委員（佐藤孝男） この経過については、議運

で１８回の議論を経て、私は議運のメンバーでは

ありませんので１８回の審査については参加しま

せんでした。ただし、議会の協議会、特別委員会

等でいろいろ審議をしました。

そういう中で、これだけの膨大な資料作るため

には議会運営委員会の委員の皆さんが大変苦労な

さったと思います。そういうことに対しては、私

も同じ議員としても大変光栄に思って感謝してい

るところであります。議運のメンバーではないけ

れど、委員外議員として参加することになってお

りましたが、いろいろと事情がありまして議会運

営委員会の作成にあたっての参加はできなかった

ということです。

ただし、さきほども言いましたように議会の協

議会、特別委員会等でいろいろと参考に意見など

を述べまして審議したという経過でございます。

○福島町老人クラブ連合会会長（成田民夫） わ

かりました。ありがとうございます。

第２点目で、開かれた議会とか、私に言わせる

と、この条文も立派です。本当に雲の上のような

条文です。本当にこれだけよくまとめたなと思っ

ていました。さきほどの説明の中で、２３自治体

が既にこういった基本条例を作っていると説明が

ありました。２３それぞれの町が基本条例を作っ

た過程で、うちの基本条例の中に出ております条

文の第１４条から第１５条、第１６条このあたり

について質問させていただきます。

まずは、適正な歳費の確立を期するというのが

あります。１４条の第３項です。その理由を付し
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て必ず議員が提案するとなっていますが、これは

どういう意味なのか。皆さんが、選挙の際に町民

に示したマニフェストというものがあります。こ

れは、４年間これに拘束されるものなのです。私

の言っていることはわかりますね。

そこで、マニフェストの中に出ておりました木

村隆議員、私の今の質問に対してあなたは議員と

して、これと違った視点で町民に訴えて当選しま

した。おめでとうございました。私が今言ったこ

とをよその町でやっているのかどうかということ

が、その中で審議されたのかどうか。

それから、政務調査費の問題について、こうい

うことであなたが議会に出て、今までどういうふ

うなことを聞いてきたか。あなたが自分の意見と

して１８回出たかどうかわかりませんが、何回か

出た中でそういう話を、自分の意見を述べたこと

があったかどうか、それを伺います。

○委員（木村隆） 歳費及び費用弁償等というこ

との質問ですけれど、私は成田さんが言うように

マニフェストの中では政務調査費は廃止にしたほ

うがいいということをうたっております。しかし

ながら、現状では中途半端な年間６万円、月５千

円という金額で今はやっているわけです。

それについて、私自身は今後まだまだ調整する

機会がありますが、現状では福島町議会は政務調

査費を使っているわけです。使ってない方もいら

っしゃいますけれども、それで政務調査費は費用

弁償ということではないのんでが、それを見て政

務調査費での視点ということなのか、１点もう１

度伺いたいのですけれどもいいでしょうか。

○福島町老人クラブ連合会会長（成田民夫） は

い。わかりました。

○委員（木村隆） 歳費とかの中に政務調査費、

歳費のことは、マニフェストでうたっていないで

す。政務調査費のことしかうたってないので、そ

の辺の意見の食い違いがあると思うので、今一度

成田さんに伺いたいですけれども、この歳費の中

に政務調査費の事を踏まえて、私は意見を言った

ほうがいいのか。それともあくまでも歳費という

ことだけの視点で意見を言ったほうがいいのか。

その点の確認をしたいのですけれど。

○福島町老人クラブ連合会会長（成田民夫） そ

の点は、あなたのマニフェストどおりこれから議

会活動をしていくのがあなたの、それこそ責務、

そういうのを責務と言うのです。職務とはまた違

う。責務と職務は違います。それがあなたの責務

なのです。それは、職務のうえでこれから進行形

の中であなたの姿勢を示してください。

それから、川村議員に伺います。あなたは議選

の監査委員ですね。歳費などを決める場合、この

条例がすんなり通った場合に、今度は議員が出す

ことができるのです。つまり、将来にわたって町

民の負担に関わる、そういう条例が出る場合、そ

れに対して議会だけが出すのであって、町民がも

し駄目だというものをもし出したと仮定したら、

違法な条例になるのかどうか。

これは、重要な問題です。あなたは監査委員の

立場として答えなければならないわけですから、

よく私のいうことを噛みしめて答弁してください。

私は、町民にお知らせしなければならないわけで

す。一人歩きが、もしするということになれば、

そういうことはないだろうと思いますけれども、

もしそうなった場合は、議選の監査委員としてそ

れに歯止めをかけるのか。あるいは、賛成として

このまま素通りして、そのまま通すということに

なるのか。この中にそれはうたっていませんけれ

ども、議選の監査委員としてどうするのか。その

点を伺います。

○委員（川村明雄） 第１４条の３項について、

歳費の標準率とかこういうものを定めるというこ

とは、それぞれの自治体の議会というか、議員の

活動がどれくらいのボリュームまでいくことによ

って歳費は変わると思うのです。同じ同程度の規

模、財政規模だとか人口規模だとか高齢者規模だ

とか、様々なファクターでもって、歳費の基準率

というものはあってもいいだろうと思います。

そういう想定で、基準率がなければ、高いとか

低いとか、町民の皆さんもわかりにくいと思うの

です。例えば、全国の標準だとか、あるいは都道

府県の標準だとか、そういう平均的なものもまた
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１つの基準率になるのかも知れませんけれども、

それ以外にいろいろなファクターが出てきます。

それによって高い、安いというのが同じ規模の町

であっても少しばらつきが出てくるのだろうと思

います。

ただし、その標準のとおり歳費を議会が勝手に

議決をするということは、もちろんあるわけはな

いということ。そこに至るまでの間には、町民の

皆さんの意見を聴いたり、そういうものを参考に

して構築されていく、そして改正がされる場合は、

議会に議案として出ると思います。

したがって議会が、議員が勝手に町民の意に反

した内容をどんどん変えていくというようなこと

はあってはなりませんし、そういうことはもちろ

んない。そのために、こういう条例をきちんと定

めて、条例の精神にのっとって議員全員が理解し

て進んでいかなければならないもの、そのように

考えております。

○福島町老人クラブ連合会会長（成田民夫） は

い。わかりました。今の件に関して、事務局長、

あなたが提案の説明を行いましたから、今のこの

歳費の関係とか政務調査費、それから議員の研修

費の充実、こういうのはお金がかかるわけです。

ということで、この基本条例を２３町村が設置し

たと、その中で全部の町がこういう条文というも

のを条例の中に、条文として織り込んであるのか

どうか。２３の議会のどこまで把握してあるのか

どうか。福島だけが独特なものをここに出そうと

しているのか。それをお伺いします。

○事務局長（石堂一志） ２３というのは今月の

当初ぐらいで２３ということですが、北海道では

栗山が全国で最初、北海道では栗山と今金町と隣

町の知内町ということです。この歳費につきまし

ては、全てかどうかということですが、全２３全

てではございません。

○福島町老人クラブ連合会会長（成田民夫） 今

言った北海道で制定されている栗山、今金の条例

は手元に届いてるのではないかと思いますけれど

も、その２つの町についてどうですか。

○議会事務局長（石堂一志） 北海道では、３つ

です。栗山と今金と知内町の３つですが、３つに

ついては、歳費の部分は入っておりません。

○福島町老人クラブ連合会会長（成田民夫） は

い。わかりました。

○議会事務局長（石堂一志） さきほど歳費と政

務調査費ともう１つ何と言いましたでしょうか。

研修費と言いましたか。政務調査費は入っている

部分はありますけれども、歳費というのはないで

すね。

○福島町老人クラブ連合会会長（成田民夫） 議

員研修費の強化とか、政務調査費とかうたってい

ますから、それに関連して果たして全国的な傾向

として条例の中に設定しなければならないものな

のかどうかということを質問しました。

○議会事務局長（石堂一志） 今の実態がどうか

ということと、最後はこの議会基本条例に盛り込

まなければならないものかどうかということが大

事だと思うのです。ご存知のとおり、議会基本条

例につきましては、必ずしもなければならないも

のということではないのです。法律で義務化され

ている条例ではございません。

ただし、さきほど説明しましたように地方分権、

そして地方自治法を運用していくためには、運用

するための規則的なもの、ルールを作らなければ

ならないということがあります。ですから、何を

入れていいのか、何を入れたら悪いのかというの

は、法律等の違法にならない限り、それぞれの自

治体、議会で決めていくことだと認識しておりま

す。

○福島町老人クラブ連合会会長（成田民夫） は

い。わかりました。それから、１１ページの１９

条の関係ですけれども、大変良いことをさきほど

説明されたのですが、議会広報の充実というのが

出ました。問題は、議案ですけれど、例えば新聞

にも出ました人事案件です。

今年の１０月に出ました人事案件、福島町の場

合は無記名投票です。いわゆる投票によってこの

人事案件というものが採決されるわけです。人事

案件は議員の秘密なのです。開かれた議会という

ものと秘密を守るために、自分たちが誰に賛成し
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たか、反対したかということを町民にわからせな

いために今までやってきたのが人事案件なのです。

これがここでいう議案の中に入るのかどうか。

それで、人事案件というのはもし議案の中に入

れば誰がその人事に対して反対したか、賛成した

かということが広報に載るわけですが、今はそれ

が載らないのです。私ども町民は、道新の報道し

か頼りにすることはできないのです。１０月２２

日の福島町議会の教育委員に関する同意というこ

とで出ました。賛成何人、反対何人と出ました。

私は、議会におりましたから誰が賛成して、誰が

反対したということがだいたいわかります。９割

９部９厘までわかります。

しかし、一般の町民はこれがわからないのです。

道新に出て始めて開かれた議会というのは道新が

あるからこそ、もちろん購読料は払っています。

これ１つだけでも購読料を払った意味があるとこ

う思っているのです。今後ともそういうことが続

けていくのかどうか。もし開かれた議会というこ

とで、そういうものをオープンにして町民に議会

の本当の姿を見せるということであれば１８回や

った基本条例の中できちっとそれを納めなければ

ならないと思うのです。

これは、議会の採決の方法ですから、そこまで

は作ることはないと思いますけれども、しかしよ

その町にはないような歳費の問題とか、こういっ

た問題まで細かく書いておりながら、そういうも

のは町民には一切目にも耳にも入れないというの

は、それが開かれた議会なのかどうか。そこから、

基本条例というものがスタートしなければ、私は

この会議を開いた意味がないと思うのですが、ど

うでしょうか。佐藤卓也さんお願いします。

○委員（佐藤卓也） 人事案件の件が今出ました

けれども、開かれた議会とその人事案件の秘密と

いうか、投票というのが、矛盾しているのでない

かなというのが成田さんの指摘だと思います。

僕は、去年の９月から議員をやっているのです

けれども、人事案件は町長の同意案であって、賛

成か反対かと、そういうことであります。今まで

去年８月までの議員さんは、人事案件に対してど

れだけ審議したのかなというのが僕としてはちょ

っと疑問はありました。本当に審議されたのかど

うか、人事案件と言うのは賛成、反対というのは

人に対して見せられないというか、そういう部分

が結構あります。

それで、ほとんどの人は起立採決ということで、

町長が提案したのであったら賛成しようかなとい

うことで起立はするのです。ところが。もしきと

んと審議して、教育委員に対してこの人は適任か

どうかというのを一議員が判断して、例えば反対

したいというとき、福島町議会は今までどうして

いたのかという疑問は僕としてはありました。そ

のきっかけは、今回の教育委員会の案件だったの

ではないかなと思います。

議員１人１人の考えを正直に示すためには、や

はり起立採決よりも投票のほうが良いのではない

かなのというのが、議会運営委員会のほうで出ま

して、投票という形になりました。それは、起立

採決と同じで賛成か反対かそれを書くだけです。

そっちのほうが議員の正直な考えを表明できるの

ではないかなと、そう僕は思いますので、あえて

これからどうするんだという話ですけれども、そ

の都度、議会運営委員会の中では投票にするのか、

起立採決にするのか、そういうことになっていま

すの。

ですから、これからずっと投票にして秘密にす

るのだと、開かれた議会ではないのだと、そうい

うふうなことではありませんので、この辺だけは

ご理解いただきたいなと思います。不同意だから

どうのこうのではない、審議したかどうか、それ

がすごく大事なのです。今までの議員さん方は、

中身をちゃんと。今までの議員さん方すいません。

僕は、今までの議員さん方はなかなか議会の中で

何をやっているかわからないのです。今でも僕は

わかってないというか、まだまだ公開していない

部分があると思います。開かれた議会としてもで

す。

僕個人としては、ホームページを使ってどんど

ん自分の情報を出しています。オープンにしてい

ます。今回僕が教育委員会委員の同意案に対して
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賛成したのか反対したのか、それを全部ホームペ

ージに出しています。ご覧になっていただきたい

と思うのですけれども、そういったことも全て出

しています。これが開かれた議会の一面だなとそ

ういうふうに思っています。今後ともよろしくお

願いします。

○福島町老人クラブ連合会会長（成田民夫） 年

寄りは、そういう物を持っていませんので、あな

たの今の意見を１月に白符の老人クラブの総会が

ありますから、私が出席してあなたの考え方を伝

えておきます。きっと票が伸びるかもしれません。

○委員長（金沢秀一） 成田さん、限られた時間

ですので、ほかの人の発言時間もありますので。

○福島町老人クラブ連合会会長（成田民夫） ま

だまだ時間はあると思います。

○委員長（金沢秀一） 一応８時を目処にしてい

ますので。

○福島町老人クラブ連合会会長（成田民夫） わ

かっています。それから、１年３カ月前のマニフ

ェストですけれども、町民の前に４年間の皆さん

公約を出しています。この議会の基本条例を制定

しますということを公約に掲げた方は、２人より

いないのです。１年３カ月のあいだに急速にこの

話が進んできたんでなかろうかという気もします

し、この内容を見ますと、果たしてそれで町民が

納得できるのかどうなのかなという部分もあると

思うのです。

ただ、急にこういうものが来たものですから、

慣れてない方は何を聞けばいいか、なんとなくわ

からないというものもあるだろうと思うのです。

私は、自分でわかる範囲のことを質問しているの

ですけれども、すぐこれを１２月の議会に原案と

して出して、３月に議決する予定だとそういうこ

とでした。まだ十分に時間もありますし、もう一

度重要な部分についてはすり合わせなり、もう一

度内部で検討して、そして町民が納得する、そう

いうものでなければ、いくら議会が立派です、立

派な条例を作りましたと言っても町民との差が

増々広がっていくのではと思うのです。そういう

ことを心配するのです。

ですから、広報が出ていますけれども、あの広

報は難しくて私でもほとんど半分くらい理解でき

ない部分があります。町民の心配していることは、

自立プランです。いわゆる福島町が赤字団体に落

ちないための、本来であれば努力しなければ平成

２１年度、来年度で赤字再建団体に転落するとい

うこと、今それを解消したということで、非常に

素晴らしい、自立プランの作成推進委員会という

んですか、この人方の努力というものには敬意を

表するべきだと思います。

それで、赤字になる可能性がなくどんどん積立

金がうまい具合に、災害もなかったし、雪も降ら

なかったし、積み立てできると、ちょっと私の小

耳にはさんでいます。こういうことがあるから、

議会はさきに我々が自分達の意に反して引き下げ

た、歳費、報酬を今のうちから、こういうプラン

がまだ赤字に転落しないうちに、元に戻そうとい

うような、そういう魂胆が議員のほうにあるので

はないかと、そんなことを私に質問する人もいま

した。いや、そんなことはありませんよと、そう

いうことはできるわけがないのですよという話は

しておいたのですけれどもね。

○委員長（金沢秀一） 成田さん、限られた時間

なので、僕のほうから成田さんに１つだけ聞いて

おきたいのです。選挙公報に関しての話がありま

したが、これに関して１０ページの１７条の第３

項に、その選挙公報に載せたことに対して僕ら議

員達が自己評価をするかどうか、この前の全員協

議会で町民に諮って、これを義務化するのか検討

するということになりました。

今のところは、任意でやっているのです。町民

の意見としては、今までのままでいいのか、出し

たくない人は出さなくていいのか、それともでき

れば全員自己評価して出すべきなのかどうかとい

うのを町民懇談会で聞いてほしいと、この前の全

員協議会で話がありました。

それで、成田さんにこの１０ページの３項につ

いて、ご意見があったらお伺いしておきたいと思

います。ほかの方でも、これにご意見がありまし

たら、どうぞ述べてください。
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○福島町老人クラブ連合会会長（成田民夫） そ

したら、一応これで私は質問を今のところ終わり

ます。一時休ませてもらって、あとで何かあれば。

○議長（溝部幸基） 委員長、１点だけ誤解され

ると困りますので、最初にあいさつで話しました

ように、選挙公報の中では公約として２名、私も

何名書いたかわからないのですが、議会基本条例

の制定を目指すということですが、最初のあいさ

つで言いましたように、この改選前の住民懇談会

の中で、その辺の議会基本条例制定に向けて改革

の目標の設定も確認しています。

それを経て、改選後の全員協議会の中てスケジ

ュールも含めて確認をしているということですか

ら、選挙公報には書かなくても当時の議員さんは

そういう方向で議会基本条例制定に向けていくと

いうことの確認はできていると私は考えておりま

すので、その辺は、誤解をなくしていただきたい

と思います。

○委員長（金沢秀一） ほかにありますか。１０

ページの１７条の第３項に関して、ご意見があり

ましたら、ぜひ聞かせてもらいたいと思います。

木村さん。

○福島町社会福祉協議会（木村末正） この第３

項の１年ごとに町民に公表する、カッコして要努

める。これは、このような文面になるのですか、

それともどちらかを選ぶのですか。

○委員長（金沢秀一） 議会事務局長。

○議会事務局長（石堂一志） 議会と議員の評価

の部分ですが、議会の評価はいいのですが、議員

の自己評価については、これまで３回試行みたい

な形でやってきています。この事項だけでなくて

いろいろな事項を、議長もさきほど言いましたよ

うに集大成として、この議会基本条例に盛り込み

たいということですが、これまでは評価をやって

きたのは、義務規定ではなく、出せる方は出して

くださいという感じでした。

ですから、出さなければどうだとか、そういう

お話ではなかった。内容が多分ご理解できるとは

思うのですが、やはり自分も出していこうという、

その評価が本当に適正かどうか、まだちょっと議

論があるとしても、１回皆さんに出してみようと、

出す事によって、今回が３回目ですがいろんなメ

リットも出てきています。

今度は、議会基本条例に載せたいと、載せる場

合には努力規定で載せるのか、公表するというこ

とになると全員しなければならないという感じに

なってしまいます。ご存知のとおり、現在は全員

が出していない状況ですので、その辺で議員全員

で協議した中では、昨日もそうですけれど、今日

の町民懇談会で町民の皆さんに聞いてみましょう

ということになっている事項です。これが公表す

るという人がいっぱいいるとか、しないという努

めるという人がいっぱいいるとかということでも、

ちょっと参考にさせていただければと思います。

○議長（溝部幸基） ちょっと補足します。この

素案の１では、前と同じように努力規定になって

いたのです。ところが、まちづくり基本条例の素

案が出まして、その内容を見るとわかるのですが、

町長のほうが行政評価をするということになった

のです。これからの議会の決算審査については、

その段階で町側のほうの、大きな事業を中心に、

行政評価を議会側に示すということになります。

そうすると、それについて議会側が今度は議会

としての、それについての判断、評価をしていか

なければならないという形になりますから、今ま

ではそこの部分がなかったので、私は努力規定で

もいいのかなと思ったのですが、そこまで町側の

方が踏み込んで、まちづくり検討委員会の中で検

討して、そういう方向を出したわけですから、３

年間試行もしましたし、もうこの段階で、はっき

りと義務規定にする段階にきたのかなという気が

しました。

この部分は、全員協議会でも、やはりまだ反対

の方がおりますし、現実には出していない方もい

ます。それで、この２日間の住民の皆さんの話を

聞かせていただこういうことになりましたので、

この辺についても去年の懇談会でもいろいろ皆さ

んからこの部分の意見も出たところですが、皆さ

んの意見をいただければと思います。

○委員長（金沢秀一） 議員の評価は、４年経っ
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たら選挙で町民が評価するから必要ないという意

見もある。でも、こんなにあわただしく変わる時

代ですから、４年自分のあれをどうしましたとい

うものを町民に公表しないというのは遅いと思う。

１年１年で町民に公表していくのが筋だと私は思

う。選挙に立候補するときは、私は結構自己ピー

アールをしているのです。ということは、自分で

自分を評価しているのです。

選挙に立候補するからには、全く議員としての

能力がないのにいろんなことを、やれもしないよ

うなことを言って、議員に立候補するわけはない。

完全に自分で自己評価しているわけで、全てを議

員の評価を町民に任せるといことはないと思いま

す。これは、罰則規定を設けないのですよね。

○議長（溝部幸基） その辺も、全員協議会の中

でも話がありまして、義務規定にするけれども、

内容的にそれを出さないからと言って、何か罰則

を与えるとか、そういうことまでは考えないで、

できるだけ出すような方向で、がんばっていきま

しょうという形にしようかという話にはなってい

ます。

○委員長（金沢秀一） 平沼さん。

○吉岡中学校ＰＴＡ会長（平沼竜平） 今の１７

条の件について、これは議員さん方の姿勢だと思

いますので、いま私達から、これは義務化すべき

だと言っても内容が付いてこなければ困るもので

すし、そう思うのです。努力目標でいいのだと言

えば、そこに甘んじてもらっても困るものですし、

町サイドの姿勢に対して議員さん方として、こう

いう姿勢を示すという、姿勢でしょうね。

ですから、さきほど私が質問をしました期間は

設けないのですかというのは、悪く言うと期間を

設けてないから２年後であろうと、３年後であろ

うといいのですよね。悪い言い方をしますと。だ

らだらとやっても期間を設けてないからいいでし

ょうと、今言われたように罰則もないからいいの

でしょうということも可能なわけです。だけど、

あえてそれをせず１年毎に区切りを付けていくと

いう回答をいただきましたので、それであればこ

この評価の部分に関しても、ご自分で決断された

ほうがいいのではないでしょうか。できないもの

を無理してやってくださいという要望は、町民か

らは出ていないのです。私は、そう思います。

町民が判断するのではなくて、生々しい話をす

れば、次の選挙もということを考えるのであれば、

やはりそれなりの個々の姿勢は示さなければない

だろうし、今までの歴代の議員さん方もそういう

形でこられたのではないでしょうか。何もそれを

町民に問う、問わないではなくて、議員さんとし

ての姿勢といいますか、変わったのだというとこ

ろを見せるのも町民に対してのアピールではと個

人的には思います。

○委員長（金沢秀一） 暫時休憩いたします。

――――――――――――――――

（休憩 午後 ７時２９分）

（再開 午後 ７時４０分）

――――――――――――――――

○委員長（金沢秀一） 休憩前に引き続き、会議

を再開いたします。

滝川委員。

○委員（滝川明子） 議会運営委員長の滝川です。

議員評価、自己評価については、議会運営委員

会の中で話し合われていることについて、話をし

たいと思います。昨年９月の改選以降、視察団が

随分と議会運営に関わっていらっしゃいます。そ

この方達が、議会改革全体の中でも中心的に勉強

したいというのは、議員の自己評価なのです。議

会評価もそうなのですけれども、議会評価、議員

評価を行っているところは、全国では福島町議会

だけなのです。

それで、議会基本条例の表紙に書いております

が、「わかりやすく町民が参加する議会」、「しっか

りと討議する議会」、「町民が実感できる政策を提

言する議会」、町民の皆さんに知っていただくため

にまとめたものです。これのいちばん中心になる

ものが議員の自己評価ではないかと思っているの

です。議会が何をやっているのかよく見えない、

議員一人ひとりがどういった活動、議員活動をし

ているのか見えないと町民の多くの方がまだまだ

思っていらっしゃいます。それを年に一度の議員
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の選挙公報ではなくて、１年毎の検証、議員みず

から町民の皆さんにお示しするというのが、この

自己評価なわけです。

それで、ホームページに一人ひとりの議員評価

が詳細に載っているのですけれども、残念ながら

私どもも反省しなければいけないのですが、議会

広報には一人ひとりの議員評価の内容まではお示

ししていませんでした。議員の自己評価が、ここ

の表紙に書いてある３つのことに直接結びつくと

思われていない方がほとんどでないかと思ってい

るのです。例えば、議会広報に政務調査費の１年

間のまとめ、議員の自己評価の内容をお示しする。

議会広報に挟み込む形のプリントでお示しすると

いうことが大事だと思っているのです。

平沼さんのお話は、大変重く受け取りました。

自己評価をするにしても、町民の方が本当にここ

に書いてあるような内容でわかりやすく、議員が

本当にがんばっていると思っていただける内容に

伴った評価をきちんとできるように、できれば全

員で、できるようにしたいと議会運営委員会の中

では常々話もしているところでございます。

○委員長（金沢秀一） ほかに、意見はありませ

んか。

小泉さん。

○福島町まちづくり基本条例町民検討委員会委

員（小泉五郎） 福島町商工会の小泉と申します。

自己評価の件につきまして、皆さん議員になられ

ている方といいますのは、町を良くする、あるい

は地域を良くする、そういう気持ちで立候補され

て、この席にお座りになっているわけですけれど

も、人それぞれ得意分野があり、苦手なところが

あり、いろいろ個性があろうかと思います。それ

を自己評価、自分で自らするということは町を良

くする、地域を良くするという気持ちがあっての

皆さんの席でございますので、私はあえて自己評

価は必要ないのではないかと思います。

それで、自己評価の自分でするときに、自分の

不得意なところで、それがあの議会活動に支障が

大だとすれば、それにバッテンを付けざるを得な

い。自分が、この部分がちょっと苦手だなとそう

いうことでバッテンをつける。それを第三者が町

民が見たときに、どういうふうにさらに評価する

というかということだと思うのです。

私は、開かれたとかそういう意味合いではなく

て、自己評価の仕方は難しいものがあって、自分

を過大に評価する方もいれば、逆に厳しく評価す

る方もいるかもしれません。そういう中で、町民

の方がそれをその通り見るか、見ないかというこ

とになると、常識がある町民はその通り私は見な

いと思います。そういう意味ではあえて自己評価

はする必要がないと、個々の個性それぞれが議会

運営に貢献しているわけですから、議会全体とし

ての議会評価は当然必要かもしれませんけれども、

個々の評価については公表とかそういう意味合い

ではなくて必要ではないと考えます。

もう１つすみません。議会運営は、自己評価と

は関係ありませんけれども折角の機会ですので、

何回か夜間議会とかで傍聴に来たりしますが、全

く議会運営については素人でわかりませんけれど

も、例えば議長さんが司会進行みたく私は受け止

めているのですが、議会の議場の中で議長さんが

質問するということはできるのでしょうか。

○議長（溝部幸基） 議長がですか。進行的には

質問をする場合はできます。基本的には、できる

のですが、それは副議長と代わって自席で対応す

るということになると思います。

ただ、進行上の関係とか、含めてははっきりよ

く意見がわからないとか、その辺の答弁が漏れて

いることなどの対応は進行の問題ですから、議長

が対応するのですが、議題についてその場で議長

の席で質問するということはないです。そこの部

分でやり取りの部分で注意しなければならない部

分が出た場合は、休憩の中で対応して、例えば答

弁が漏れているとか、発言に注意しなければなら

ないことがあるとか、そういう部分の対応は休憩

の中で対応することにしています。

○事務局長（石堂一志） ちょっと委員長よろし

いでしょうか。今の評価のほうで、評価のシステ

ムを説明しないとわからない部分があるのかなと

いうふうに感じました。こちらのほうで説明が足
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りなかったなと思いました。今の自己評価の部分

は、大きく６項目にいろいろな行政分野、教育、

財政分野など項目に分けて、最後はその他という

ことで行政だけではなくて、町内会活動だとかボ

ランティア活動だとかそういうのもありますが、

不得意な部分は、別にそれを全部埋めるというこ

とはないのです。

例えば、私はちょっと教育分野が駄目だとその

代わりに産業は人に負けないという形では、オッ

ケーです。そういう意味でもどうしてこの人は、

教育はがんばらないのだろうという形には見られ

るかもしれませんけども、そういう分野も自分で

決められますし、目標も経済なら経済の中で目標

をまた決められますので、あまり一概に規定して

いるということではないことだけは、ご理解して

いただきたいと思います。

○議長（溝部幸基） 現状では、一応次年度の目

標設定をしています。スタートは、選挙公報での

公約というものをベースにしながら、その４年間

その公約どおりという話にはならないわけで、い

ろいろこう変化しますから、そこにプラスになる

ものもあるし、既に解決していくものもあります

から、そういったものを調整しながら次年度の目

標を設定します。

今の項目ごとに自分で取り上げてていくと、そ

こについて自分が１年間どういうような活動をし

たか、あるいはそこに設定していないものでも自

分が活動したものについてはそこにプラスをして、

今は取り組みの評価と結果としてどうなったかと

いう評価の２つに分けて、結果の評価の部分はあ

る意味議会側は執行する側でないわけですから、

どちらかというと町長に問題を提言して行いくと

いう形のやり取りが多いのですが、そこで町長が

執行、行政側が執行したかどうかというのが結果

の評価にまた１つつながるという側面がある。

それらの、１年間の評価を受けて、実現したも

の、実現しないものをということの中で次の年に

向けての課題をまたそこから自分なりに設定をし

て、次の年の活動に向ける目標設定をしていくと

いう仕組みになります。私どもの議会とすれば、

よその議会から見るといろいろ、そういう意味で

は議会の活動を皆さんのほうに示していまし。あ

るいは、今日みたいな報告会とか、説明会みたい

に、うちの議会ではやっているほうなのです。そ

れぐらい議会の活動というのはよくわからないわ

けです。

特に、議員個々が果たしてどういう活動をして

いるのかとなるともっとわからなくなる部分があ

るのだと思うのです。例えば、一般質問をすると

いうことになると議会だよりの中で出てきます。

ホームページでも示されているのですが、それも

また見なければどうしようもないわけで、いちば

ん良いのは議会に本会議でも協議会でも常任委員

会でも傍聴に来てくれることがいちばん良いのだ

と思います。

その次は、議会だよりやホームページ、そして

今は本会議場についてはビデオを作っていますの

で、それはいつでも貸し出しをしますので、その

部分については関心があるものは、そういうふう

にして頂きたと思います。それも実態は、そうい

う持ち込みがあまりないというのが実態です。議

会議員の評価をもって、議会の活動の状況をもっ

と町民の皆さんに知ってほしいという部分の願い

があるのです。

それと、議員とすると１年間を振り返って自分

の発言などを点検しなければ、評価は難しいので

す。何もしていないこととか、発言してないもの

を載せるというわけにはいかないわけですから、

そういう部分では自分の活動を１年間振り返って

整理をして、そして次の年に向けての課題や目標

を設定するということが、大きな議員評価の役割

になってくるという気がします。

○委員長（金沢秀一） 平沼さん。

○吉岡中学校ＰＴＡ会長（平沼竜平） 評価のほ

うにつきましては、わかりました。ただ、自己評

価ですから、自分で責任を持たれてやられるのが

いちばんと考えるわけです。質問の矛先をちょっ

と変えます。

さきほどの成田さんの話にも出ていましたけれ

ども、４章の町民と議会で、情報公開を徹底し、
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説明責任を十分果たしという条文があるのですけ

れども、やはり私も成田さんと同じ部分で引っか

かるのです。先日の教育委員の不同意といいます

か、皆さん私達から見ると政治のスペシャリスト

であるわけですから、ここで不同意になった場合

にどういうふうな状況になるか、新聞にも書かれ

ましたけれど、結局教育長が不在で、教育の行事

といいますか、そういうようなものもこの間はス

トップした事態になりました。

そういうのは、想定されていたと思うのですが、

なおかつストップしてまでもこれは同意をすべき

でないと判断された方と、いや同意していくべき

だと判断された方に分かれましたが、どちらにし

ても佐藤議員がブログも見てくださいということ

で、私も結構ファンで見ているのですけれども、

ここの記事に関しては、結構曖昧な表現が多いの

です。皆さん同じ結果だと思うのです。曖昧であ

ろうが曖昧でなかろうが、これはどうでもいいの

ですけれども、こういう結果を招くということを

知りながら、なぜこれを回避しようとしなかった

のかというのがすごく不信に思うのです。

今回のこの基本条例の条文を見ていますと情報

公開とか、開かれたというような文言が結構随所

に出ていまして、それはそれで良いことですけれ

ど、守秘義務といいますか議員活動により得られ

たものに対してどこまで自分はセーブしなければ

ならないのかというような内容のものが議員にな

られるときにはあるのでしょうけれども、今この

情報化社会においてこういうものに一切触れてな

いということが、ちょっと大丈夫なのかなという

ような不安も覚えます。

説明がなされていない、プラス説明すべきとこ

ろで説明がなされていないという感覚と知り得た

情報をどこまで議員の皆さんが果たしてセーブで

きるのか。また、それを犯した場合は自らどのよ

うな処置を取るのか。そこら辺のところをはっき

りとしたものをお聞かせ願えればと思います。

○議長（溝部幸基） 最初に教育委員の不同意の

部分を含めて、採決の方法も若干説明させていた

だきたいと思います。今うちの議会では採決の方

法は起立採決を中心にしています。基本的に簡単

な簡易表決等あるのですが、はっきり議員の賛否

がわかるようにしようということで基本的には起

立採決の対応をしています。

人事案件の議案として、同意案件になりますけ

ども、そこの部分についても基本は起立採決を基

本としています。ただ、これは会議規則の中で１

名の議員から、その動議があって投票にしてくだ

さいと、それにもう１名の議員が賛成をすると投

票にしなければならないと言う規則になっている

のです。今の段階では。そこの部分で、今回は対

応したのです。

それで、なぜ今回の部分がということになるの

ですが、特にその人事案件の部分で諮っても全て

ではないですが、投票採決をしたケースがござい

ます。そこの部分の大きな要因は、この小さな町

で皆顔見知りの方ばっかりで、そこについて賛成

の場合は、あまり支障がないのですが、この人に

ついて反対だというときの反対の気持ちを表示す

るのが、起立採決の場合は立たないで座っている

ことが反対の意思表示ですが、それをすることが

なかなかしづらいという側面がございます。

これは、例えば大きな函館市とかそういう部分

と、小さいこういう福島のような町との違いが出

てくるのではないかと思います。基本的に議会運

営委員会の中で人事案件についての採決の方法も

諮る形になっています。議場で２名が投票と言っ

たら、投票しなきゃないわけですから、前段で議

運のメンバーの中で、その辺の確認をして、議運

のメンバーの中で２名が投票ということになると、

それはもちろんその議場に行ってもそういうふう

になるわけですから、基本的に議会運営委員会の

段階で、まず採決の方法を人事案件として決める

という手順になっています。

それで、今回は議会運営委員会の中で、若干質

疑応答があって、その中で投票にすべきだと意向

がありました。これは従来の投票にした際の話も、

例えば人事案件で起立採決で、何人か座って反対

の意思を表示ケースがありました。その議員がそ

の後、非常に気まずい思いをしたという経緯もあ
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ります。あるいは、この人事案件ではないのです

が、一般質問や文書質問等について、いたずら電

話がきたり、無言の電話がきたりということも、

その賛否の内容によってくるというケースもあり

ます。

特に、他の案件については起立採決でやってい

ますが、人事案件についてはそういう微妙な部分

の要素があるので、私はこういった２名の議員が

賛成したら、投票にするということが、会議規則

として決められてきたのだと思います。その会議

規則そのものは、そういう方向になったのは戦後

の混乱の中でやりましたから、何かに反対したら、

相当厳しいものがあったのでないかということも

ありますからね。

○吉岡中学校ＰＴＡ会長（平沼竜平） 採決方法

を云々言っていません。採決方法に関しては、順

序立ててきちっとした形を取られているので。

○議長（溝部幸基） ですから、意思表示の仕方

ですよね。

○吉岡中学校ＰＴＡ会長（平沼竜平） その案件

に関する対応の仕方です。なぜ、その後、そうい

うふうになるというのが想定されていながらあえ

て、そちらの道を選んだのかということです。話

し合いにできることもありましたでしょうし、今

立たなければ云々という話もありましたけれど、

現に名前を出されて新聞に報道されているわけで

すから。

○議長（溝部幸基） それは、案件に載った方の

話ですか。議会側のほうは名前が出ているという

ことではないですよね。反対というか、不同意に

なった議員がということではないわけですから。

○吉岡中学校ＰＴＡ会長（平沼竜平） ですから、

なぜそういう状況を生むと知りつつ回避できなか

ったのか。回避できないようなものが何かあるの

かなと。僕らから見ると、ただこの人好き、この

人嫌いで採決されたようにしか見えないのです。

○議長（溝部幸基） そんなことはないのだと思

います。それで、私自身も誰が賛成か、誰が反対

かというのはわからない。これは、通常の採決で

すから私自身はその投票権がないので、私もその

段階では判断、同数になった場合は議長が判断す

るということになるのですが、同数ではないです

から、それがなかったのですけれども。

私は、住民の皆さんよりは、議員の皆さんは議

会活動の中で教育委員会といろんな形で接触して

議論もしているのだと思います。特に、常任委員

会については、委員外議員も入るような形になっ

ていますので、相当対象になった方とのやり取り

とか、教育委員会の活動の状況とかについては、

把握していた背景があるのだと思っています。

それと、これは個人的な考え方ですが、平成１

８年１２月に教育委員会の法律が変わっています

が、その中で教育委員の人数そのものが、それま

では５名というものが、町村については３名まで

でいいですよという、その地方分権改革の方向の

中でそういう話がありました。それから委員の内

の１名をＰＴＡの代表から出すという問題もあり

ました。それらも含めて、あともう１つは、教育

委員会の活動評価の部分があります。

ここの部分では、１９年度の決算審査の段階で

教育委員会からの評価の部分が出てこなかったと

いう部分も１つ背景としてあるのではというふう

に私は思っています。ＰＴＡの教育委員の関係と

かの議論も、総務常任委員会の中で教育委員会法

の改正の部分では議論した経緯もありますから、

そう言ったものも背景にあって、その反対した方、

不同意の方は、特に最終的にそこは議会の意思だ

と私は思っています。それは、賛成だろうが、反

対だろうが、議会としてはその形で不同意をした

というのが議会の意思だと思っています。

○福島町老人クラブ連合会会長（成田民夫） 今

の平沼さんから出た話は、町民の皆が疑問に思っ

ていると思います。国会でも開かれた国会です。

日本の国会でも総理大臣を決めるときは、白票を

テレビで見せて、私は反対します、私はこの人事

案件に賛成しますということを国民皆に知るよう

にしてやっています。それは、議員の議会の規則

を直せばできることなのです。

それから、もう１つ。今日私どもがこの会議に

参加したのですけれども、参加した人方が全て今
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日出した条例案に賛成だということで、話が進め

られると、私どもはその責任を負うことはできま

せんので、それだけをはっきり申し上げておきま

す。２回開いてほとんどの方が同意してくれたの

だと、説明を受けたことは今のとおりです。説明

を受けて、それに対して質問しました。

しかし、これに対して私どもは全員賛成したわ

けではありませんので、締めくくるとして、もし

議会に出したときに、２日間にわたって賛同を得

ましたので、これによって議案として提案します

ということはできないと思います。前例は、そう

いうことがあったと思いますけれども、そのこと

についてはっきり申し上げておきます。

○委員長（金沢秀一） 成田さんの意見について

は、これから今日聞いたことをまた参考にして改

めるべきものは改めて、来年の３月にできれば多

くの人の賛同を得て、この基本条例を制定したい

と思います。

ほかにありませんか。

（「なし」という声あり）

○委員長（金沢秀一） なければ、本日の町民懇

談会をこの程度にとどめたいと思います。

本日は、お忙しいところご参集くださいまして

ありがとうございました。

ご苦労様でした。

○委員長（金沢秀一） 暫時休憩いたします。

――――――――――――――――

（休憩 午後 ８時０３分）

（再開 午後 ８時０５分）

――――――――――――――――

○委員長（金沢秀一） 休憩前に引き続き、会議

を再開いたします。

次に、第２回定例会の期間中の所管事務調査に

ついてを、その他所管に関する事項についてとし、

平成２０年第２回定例会に閉会中の所管事務調査

事件として申し出をいたしたいと思いますが、ご

異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○委員長（金沢秀一） ご異議なしと認め、ただ

いまお諮りした内容で、平成２０年第２回定例会

に閉会中の所管事務調査事件として申し出をする

ことに決定いたしました。

次に、その他について、何かございませんか。

（「なし」という声あり）

○委員長（金沢秀一） 以上で、本日の案件の調

査は終了いたしましたので、広報・広聴常任委員

会を閉会いたします。

どうも、ご苦労様でした。

――――――――――――――――――――

（閉会 午後８時０６分）
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福島町議会委員会条例第２７条の規定により署名する。

広報・広聴常任委員会委員長


